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１ 事業活動に係る環境配慮の方針 

 環境方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 主要な事業内容、対象とする事業年度等 

(1) 浮島処理センター事業概要 

ア 総合的なごみ処理施設 

浮島処理センターは、昭和４６年建設された臨港清掃場の建て替え事業として、浮島町に、

公害防止対策を強化し能力増を図った総合的なごみ処理施設として新設され、平成７年１０

月から稼動しました。主に市南部のごみを処理していますが、市中北部のごみを加瀬中継施

設及び貨物鉄道輸送にて運搬されたごみも処理しています。平成２０年度から、焼却炉設備、

粗大ごみ処理設備などの基幹改良工事が開始され、地盤沈下対策工事を含め、平成２４年

度に完成しています。平成２３年３月から、ミックスペーパーの全市分別収集及びプラスチック

製容器包装の市内一部（平成２５年９月に全市に拡大）の分別収集開始に伴い、敷地内に資

源化処理施設が新たに建設され、稼働しています。また、北側に隣接する浮島第１期埋立地

に、川崎市と東京電力㈱との共同事業のメガソーラー発電所の啓発施設として、生活環境学

習室がリニューアルされ、エコ暮らし未来館として平成２３年８月にオープンするなど、地域一

体が、ごみ及びエネルギーの総合的な地域となっています。 

 

イ 施設の沿革 

平成 ３年１２月     建設工事着工 

平成 ７年 ２月１６日 受電開始（需要設備使用前検査合格） 

平成 ７年 ９月 ８日 発電設備使用開始（発電所使用前検査合格） 

平成 ７年 ９月     竣工 

平成 ７年１０月     ごみ焼却施設ほか施設稼働 

平成２０年１２月     基幹改良工事（プラント関係）着工 

平成２３年 ３月     資源化処理施設（ミックスペーパー、プラスチック製容器包装）稼働 

平成２３年 ６月     基幹改良工事（プラント関係）竣工 

平成２３年 ８月     生活環境学習室がかわさきエコ暮らし未来館にリニューアル 

令和 ２年１２月     基幹改良工事（プラント関係）着工 

 

ウ 施設の特徴 

   

   処理施設の集合体           

  当センターは、約６ha の敷地に、ごみ焼

却処理施設、粗大ごみ処理施設、特殊焼却処

理施設、資源化処理施設を集合させた総合廃

棄物処理施設です。 

 

 

 

 

 



   充実した公害防止設備        

排ガス処理、排水処理を始め公害防止設備には最新技術を導入し公害防止に万全な対

策を図っています。 

 

   システムの自動化           
分散処理コンピューターシステムを採用

し、ごみ収集の計量から、燃焼システム、公

害防止設備、ごみクレーン、灰クレーンを含

め、多くの設備に自動化を取り入れて、最適

な設備運営を図り、省エネ、省力化を推進し

ています。 

 

   熱の有効利用             

ごみを焼却するときに発生する熱を蒸気

として回収し、施設内空調や洗濯設備に使用

しています。 

また、蒸気タービンによる発電で、センタ

ーの電力をまかなうとともに、余剰電力は電

気事業者に送ることにより、環境負荷の低減

に努めています。 

 

   水の有効利用             

    センター内で使用した水は、回収し、排水処理施設で処理した後、プラント設備等

に再利用することにより、通常運転時には場外への排水は行なわないなど、環境負荷

の低減に努めています。 

    また、雨水も回収、再利用することにより、水の使用量削減にも努めています。 

 

 

エ 施設概要 

   (ｱ)浮島処理センター全体 

    敷地面積 ５７５３２.７４㎡（臨港消防署浮島出張所除く。） 

    延床面積 ４６１５５.６２㎡ 

 

   (ｲ)ごみ焼却処理施設 

    建物       地下２階 地上６階 

    延床面積     約３１６００㎡ 

    ごみ焼却能力   ３００ｔ／１日 ×３基  計９００ｔ／２４ｈ 

    焼却炉型式    ＮＫＫフェルトン式全連続燃焼炉 

    煙突       高さ４７．５ｍ 



    排ガス処理設備  窒素酸化物除去反応部、脱塩脱硫反応塔、ろ過式集じん器 

    排水処理設備   無機系 凝縮沈殿方式 

             有機系 生物処理＋凝縮沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着方式 

    発電       抽気背圧衝動タービン発電機 １２５００ｋｗ×１基 

 

   (ｳ)粗大ごみ処理施設 

    建物     地下２階 地上４階 

    延床面積   約５５００㎡ 

    処理能力   可燃物 ２５ｔ／５ｈ 

           不燃物 ２５ｔ／５ｈ 

    処理対象物  可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ、小物金属 

 

   (ｴ)特殊焼却施設（動物死体処理施設） 

    建物     地上２階 

    延床面積   約８８０㎡ 

    処理能力   １５０ｋｇ/１日×２基 

    処理方式   バッチ式二次燃焼型バーナー式 

 

   (ｵ)かわさきエコ暮らし未来館 

    建物     地上３階 

    延床面積   約２１００㎡ 

    学習設備   体験型学習コーナー、展示コーナー、研修室 

 

   (ｶ)資源化処理施設 

    建物     地上３階 

    延床面積   約２９００㎡ 

    処理対象物  ミックスペーパー、プラスチック製容器包装 

    処理能力   ミックスペーパー    ７０ｔ／１０ｈ 

           プラスチック製容器包装 ５５ｔ／１０ｈ 

 

   (ｷ)市職員数 

    ごみ焼却処理施設   計７８名（非常勤職員含む） 

粗大ごみ処理施設、資源化処理施設、かわさきエコ暮らし未来館については運営管

理委託を行い、民間職員が事業に従事しています。 

 

 

 

 

 



  オ 係別事業活動内容及び環境配慮に係る組織体制 

 

 

(1) 庶務・労務関係業務
(2) 被服洗濯業務

(3) 鉄道輸送コンテナ及び焼却灰等の運搬業務

(1) 業務の委託及び補修工事の執行・監督業務
(2) 施設維持管理に必要な物品の調達業務

(3) 見学案内等の市民対応業務
(4) センター大規模工事の監督業務

(1) ごみ焼却処理施設の点検整備業務
(2) センター付帯設備の補修業務

(3) 特殊焼却処理施設運転操作業務

(1) 昼間における普通ごみの焼却処理監視業務
(2) ごみクレーン・蒸気ボイラ等設備の運転操作業務
(3) ごみ焼却処理施設の巡視点検業務
(4) センター付帯設備の補修業務

(1) 夜間における普通ごみの焼却処理監視業務
　　 (2) ごみクレーン・蒸気ボイラ等設備の運転操作業務

(3) 夜間におけるごみ焼却処理施設の巡視点検業務

プラットホームにおける車両誘導、内容物審査、適正搬入管理業務

(1)粗大ごみの受入・手選別・破砕処理設備運転操作及び資源物の回収業務

(2)粗大ごみ処理設備の巡回点検及び補修業務

浮島処理センター所長

（ ＥＭＳ責任者 ）

担当課長
（ ボイラ・タービン主任技術者 ）

管理係長

技術係長
（電気主任技術者 ）

操作第１係長

操作第２係長

ＥＭＳ・研修担当

粗大ごみ処理施設運営管理

業務受託者

管理係員

技術係員

操作係員

操作係員

夜間運転監視等業務受託者

適正搬入等管理業務受託者

整備係長 整備係員

 
 
 (2) 報告期間 

令和６年４月～令和７年３月末 

 

(3) 適応範囲 

浮島処理センター敷地内における事業活動及び当センターの輸送車両が環境に影響を

与える活動（資源化処理施設の事業活動を除く）。 

 

 

 

 



管理番号
関係する著しい環

境側面
目的 目標 指標と測定項目 実績（評価）

1 用紙の使用 紙の使用を抑制する

　ＥＭＳ関連資料の紙使用率を”職員へ

の伝わりやすさの配慮をしたうえで”60％

以上削減する。

EMS関連資料における紙

使用率％（実際の紙使用量

／全て紙使用した場合の

紙使用量）×100

達成

逸脱なし

2 資源の消費（上水）
環境負荷低減

行動計画への対応
水の年間使用量 22,466m

3
 以下 水の年間使用量[m

3
]

達成

逸脱なし

3
排気ガス

ＳＯ２排出量

通常時

有害ガスの発生抑制
ＳＯ２濃度３０ｐｐｍ以下

(12%Ｏ２換算1時間平均値)
ＳＯ２濃度[ppm]

達成

逸脱なし

4
排気ガス

ＮＯｘ排出量

通常時

有害ガスの発生抑制
ＮＯｘ排出量７００ｇ/ｔ以下

（１日稼動炉平均値）
ＮＯｘ排出量［ｇ/t］

達成

逸脱なし

5
排気ガス

ＣＯ排出量

通常時

有害ガスの発生抑制
ＣＯ濃度５０ｐｐｍ以下

(12%Ｏ２換算4時間平均値)
CＯ濃度[ppm]

達成

逸脱なし

6
排気ガス

ＨＣＬ排出量

通常時

有害ガスの発生抑制
ＨＣｌ濃度５０ｐｐｍ以下

(12%Ｏ２換算1時間平均値)
HCl濃度[ppm]

達成

逸脱なし

７
排気ガス

DXN排出量

通常時

有害ガスの発生抑制
燃焼ガスの温度８５０℃以上

(1時間平均値)
燃焼ガスの温度[℃]

達成

逸脱２回

是正により改善

３ 事業活動に係る環境配慮の計画・取組状況等 

(1) 事業活動に係る環境配慮の目的・目標及び取組状況 

ア 環境目的「建築系電力の使用量（年間）の削減」 

（ｱ） 環境目標 

管理手法を基に運用を行い、管理値を決定する。 

（ｲ） 取組実績（評価） 

令和５年度に引き続き建築系電力のデータ収集を行った。環境負荷低減行動計画対

応手順に基づき、建築系電力の削減に取組んだ。また、各月及び年間の管理値を決定

した。 

 

 (2) 事業活動に係る環境配慮の継続監視項目及び取組状況 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 環境負荷の全体像（物質収支） 

  ア ごみ焼却処理施設 

インプット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトプット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ごみ 
 搬入量    97,858 t 
  内訳 
  家庭ごみ 34,989 t 
  施設搬入 44,052 t 
  加瀬中継 18,817 t 
  鉄道輸送    0 t 
  その他     0 t 

◎エネルギー 
 買電量    2,413 MWh 
 都市ガス  161,096 ㎥ 
 上水     75,847 ㎥ 

◎薬剤 
 消石灰       451,680 kg 
 アンモニア水  72,270 kg 
 苛性ソーダ    5,854 kg 
 塩酸          0 kg 
 凝集剤         9,217 kg 
 重金属安定剤  60,258 kg 
 清缶剤     1,870 kg 
 脱酸剤        800 kg 
 保管剤        940 kg 

◎エネルギー 
売電電力量 
  10,875 MWh 
下水放流(全休炉) 
   1,836 ㎥ 

◎排ガス（O212%換算年間平均値） 
硫黄酸化物     0.36 ㎥ N/h 
ばいじん濃度 0.0010 g/㎥ N 未満 
カドミウム   0.010 mg/m3N 未満 
水銀         16 μg/ m3N 

塩化水素        24 mg/m3N 

フッ素      0.80 mg/m3N 未満 
鉛       0.050 mg/m3N 未満 

アンモニア    6.1 ppm 
シアン     0.60 mg/m3N 未満 
窒素酸化物     34 ppm 
窒素酸化物    3.0 ㎥ N/h 
窒素酸化物    591 g/トン 
ダイオキシン類 0.039 ng-TEQ/m3N 

◎焼却灰10,861t 

粗大ごみ処理施設へ 

◎温室効果ガス排出量（CO2 換算） 
 エネルギー起源     1,747 t 
 非エネルギー起源  42,660 t 
 合計              44,407 t 



粗大ゴミ処理施設のしくみ

  イ 粗大ごみ処理施設 

   インプット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       アウトプット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎粗大ごみ・小物金属等 
 総搬入量    6,689 t 
  内訳 
   粗大ごみ  5,288 t 
   小物金属  1,383 t 
   自己搬入     18 t 

◎エネルギー 

 使用電力    80,271 KWh 
 上水    2,417 m3 
 ＬＰＧガス 2,760 kg 
 都市ガス    0.9 m3 

可燃物    5,378 t 
鉄      1,376 t 
非鉄金属      99 t 
破砕不適物     95 t 
銅線等       120 t 
小型家電        5 t 

焼却処理施設へ 

焼却処理施設から 

排水 



(4) 環境負荷の推移 

  ア 普通ごみの搬入量と焼却灰の排出量 
 浮島処理センターの普通ごみ搬入量は、平成３０年度から全市的なごみ量の減少に伴

い低下しています。また、それに伴って焼却灰の搬出量も同様の傾向を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  イ 薬剤の使用量 
普通ごみ焼却１ｔ当たりの薬剤使用量は、ほぼ横ばいで推移しており、無駄な薬剤が

使用されないよう努めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ウ 上水使用量 

上水の使用量は普通ごみと粗大ごみの処理量等により変化しています。建築系の上水

使用量については浮島ＯＰ４６４０「環境負荷低減行動計画対応手順」を適切に運用し、

節水に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 発電量・売電量・受電量 

発電量はごみの搬入量と相関が見られ、同様の動きを示しています。また、売電量も

発電量の増減とほぼ同様な傾向が見られます。なお、受電量については、ごみ焼却炉の

１炉運転日数の影響を受け、１炉運転日数が長いほど瞬間的な発電量が低いので、受電

量が多い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 製品等に係る環境配慮の情報 

(1) グリーン購入・調達 

平成１４年７月から｢川崎市グリーン購入推進方策｣に基づき、物品、役務等を調達す

る際に環境への負荷が少ない、製品等を優先的に購入するなど、グリーン購入の一層の

推進に向けた取組みを行っています。 

浮島処理センターでは、グリーン購入指定共通物品はもとより、洗濯施設で使用する

洗剤もグリーン購入品としています。また、グリーン電力の購入も実施しています。 

 

(2) 環境に配慮した輸送状況 

川崎市は南北に細長く、また、浮島処理センターは３処理センターの中で１番大きく

ごみ焼却量は市全域の４０パーセント強に及んでいる関係から、中部及び北部地区から

のごみの一部も輸送されてきています。 

橘処理センター・王禅寺処理センターで焼却して発生した焼却灰をコンテナ車により

ＪＲ梶ヶ谷貨物ターミナル駅から浮島処理センター近くの神奈川臨海鉄道浮島線末広

町駅まで鉄道で運ばれ、そこからコンテナ車により浮島埋立事業所まで運搬しています。 

また、中部地区で集められた家庭ごみの一部は、加瀬クリーンセンターにて大型コン

テナに積み替えて輸送することにより、輸送効率を向上させています。 

これらにより、運搬に係る道路周辺への環境負荷低減や燃料消費量の削減を通じて環

境への配慮を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ その他 

(1) 環境に関する法令・条例・自主規制等の順守状況 

環境に関する法令・条例・自主規制等の順守状況{理化学検査年報(R6年度結果)等より}

法令・条例等 単位 法規制値 自主基準 測定値 順守状況

ｇ/ｍ3
N　(Ｏ212%換算) 0.08 ― 0.0010未満 〇

m
3
N/h 7.58 ― 0.63以下 〇

ppm ― 30 8.5以下 〇

mg/m3N　(Ｏ212%換算) 550 ― 34以下 〇

ppm ― 50 21以下 〇

濃度規制 ppm (Ｏ212%換算) 250 ― 37以下 〇

総量規制 m
3
N/h 17.0 ― 〇

日規制 g/t 800 700 〇

年規制 t 176.608 ― 55.37 〇

mg/m
3
N 0.5 ― 0.010未満 〇

mg/m
3
N 10 ― 0.050未満 〇

mg/m3
N 2.5 ― 0.80未満 〇

ppm 50 ― 14以下 〇

μg/m3N (Ｏ212%換算) 50 ― 18以下 〇

mg/m3
N 11.6 ― 0.60未満 〇

― 5.8〜8.6 ― 6.6～8.5 〇

― 25 ― 15以下 〇

― 25 ― 14以下 〇

― 70 ― 5未満 〇

mg/ℓ 1 0.05未満 〇

mg/ℓ 1 ― 0.05以下 〇

mg/ℓ 3 ― 0.1未満 〇

mg/ℓ 1 ― 0.06未満 〇

2 0.05未満 〇

mg/ℓ 15 ― 0.8未満 〇

mg/ℓ 230 ― 0.1未満 〇

100 ― 12以下 〇

5 2未満 〇

個/cm
3 3000 ― 110以下 〇

ng-TEQ/m
3
N 1 ― 0.058以下 〇

pg-TEQ/ℓ 10 ― 0.024以下 〇

ng-TEQ/g-dry 3 ― 0.000053 〇

ng-TEQ/g-dry 3 ― 0.18 〇

廃棄物処理及び清掃に関する法律 焼却灰の熱灼減量 % 10 ― 5.7以下 〇

ppm 0.02 ― 0.00037以下 〇

ppm 0.002 ― 0.0002未満 〇

ppm 0.01 ― 0.0002未満 〇

ppm 0.009 ― 0.0002未満 〇

ppm 1 ― 0.1未満 〇

川崎市公害防止等生活環境の保全に

関する条例（R2年度測定） ―
18

午前8時～

午後11時

―
10未満

午前8時～

午後11時

〇

mg/ℓ 0.005 ― 0.0005未満 〇

mg/ℓ 0.3 ― 0.009未満 〇

mg/ℓ 0.3 ― 0.06 〇

mg/ℓ 1.5 ― 0.15未満 〇

mg/ℓ 0.3 ― 0.03未満 〇

mg/ℓ 0.3 ― 0.03未満 〇

項　　目

大気汚染防止法又は川崎市公害防止

等生活環境の保全に関する条例
排ガス

ばいじん

硫黄酸化物

塩化水素

窒素酸化物

カドミウム

鉛

ふっ素

アンモニア

水銀

シアン

水質汚濁止法又は川崎市公害防止等

生活環境の保全に関する条例（通常

時は場外排水を行っていないため、

規制基準はかかっていない。）

排水

pH

BOD

COD

浮遊物質量

銅

亜鉛

溶解性鉄

溶解性マンガン

全クロム

ふっ素化合物

ほう素

アンモニア化合物

ノルマルヘキサン抽出物質

大腸菌群数

ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類

排ガス

排水

焼却灰

ばいじん

悪臭防止法

（R6年度測定）
臭気　

硫化水素

メチルメルカプタン

硫化メチル

二硫化メチル

アンモニア

臭気指数

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃

棄物の最終処分場に係る技術上の基

準を定める省令

焼却灰溶出

水銀

カドミウム

鉛

六価クロム

ひ素

セレン  

 



 (2) 緊急事態発生状況 

今年度の緊急事態発生状況は下記のとおりです。全ての事象について緊急事態対応手

順に基づき安全かつ適切に対応することができました。 

発生日 事 象 概 要 

R6.5.22 3 号炉 NO.4 アンモニア漏洩対応 フローゲージからの漏洩 

R6.6.5 焼却炉緊急停止(3 号炉) スラリー配管閉塞 

R6.8.12 3 号炉 NO.1 アンモニア漏洩対応 メッシュホース根元部からの漏洩 

R6.9.23 ごみピット火災 ごみピット(1 番扉前)のくすぶり 

R6.10.2 ごみピット火災 ごみピット(1 番扉前)のくすぶり 

R6.12.16 ごみピット火災 ごみピット(1 番扉前)のくすぶり 

R6.12.21 1 号炉 NO.1 アンモニア漏洩対応 フローゲージからの漏洩 

R6.12.27 スラリー噴霧不能時対応 駆動ベルトの脱落 

R7.2.7 排ガス分析計の計測不能(1 号炉) 配管の折れ曲がり 

R6.3.23 ごみピット火災 ごみピット(5･6 番扉前)のくすぶり 

 

 (3) 外部からの苦情、要望の状況 

   令和６年度は、外部からの苦情、要望は０件でした。 

 

(4) 環境コミュニケーションの状況 

  ア 施設見学 

   浮島処理センターでは施設見学を受け付けています。 

   平成２３年８月から、浮島処理センターを含め、かわさきエコ暮らし未来館、隣接す

るメガソーラーなどの見学受付はすべて、かわさきエコ暮らし未来館にて行うことにな

りました。 

  見学ご予約・お問合せの電話番号 ０４４－２２３－８８６９ 

   

  イ 環境コミュニケーションの状況 

浮島処理センターではホームページを開設して、随時情報提供に努めています。平成

２３年度から法律に基づき、毎月の維持管理情報を掲載しています。 

アドレス：https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032327.html 

 

 (5) 環境マネジメントシステムの状況（ＥＭＳ） 

  ア 沿革 

 平成１２年  ４月 浮島処理センターにてＥＭＳ認証取得準備委員会設置 

職員自らの手でマニュアル・環境方針の作成、環境側面・著しい環境

側面・法的要求事項の抽出等、認証に必要な文書及び記録の作成 

 平成１３年  １月 外部審査登録機関による予備審査の実施 

１０月 外部機関によるＥＭＳ認証取得 

 平成１４年  ８～１０月 内部監査及び外部定期審査の実施 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032327.html


 平成１５年  ４月 ＩＳＯ研修担当の配置 

（ＩＳＯ等の教育体制確保のため） 

８～１０月 内部監査及び外部定期審査の実施 

 平成１６年  ６月 外部講習機関による審査員補資格を取得し、その者による内部監査

員養成教育 

１０月 外部機関にて認証更新及び定期審査の実施  全処理センター外部

認証取得 

 平成１７年～平成１８年  

１０月 外部定期審査の実施及び審査員補資格取得者による内部監査員養成

教育 

 平成１９年   ４月 自己適合検討委員会設置及び自己適合検討委員会ワーキンググルー

プ設置 

１０月 外部機関にて認証更新及び定期審査の受検 

・審査員補資格取得者による内部監査員養成教育 

 平成２０年   ６月 自己適合移行監査実施 

８月 外部機関による審査員補資格研修受講 

９月 環境局長による適合証明書の受理及び自己適合 

宣言の実施 

 平成２１年   ８月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合更新監査実施 

 平成２２年   ３月 環境局長による適合証明書の受理及び自己適合宣言の実施 

７月  職員による内部監査実施 

       １１月 自己適合定期監査実施 

平成２３年  ８月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合更新監査実施 

平成２４年   ８月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合更新監査実施 

 平成２５年   ３月 環境局長による適合証明書の受理及び自己適合宣言の実施  

       ８月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合更新監査実施 

平成２６年   ７月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合更新監査実施 

平成２７年   ７月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合更新監査実施 

平成２８年   ７月 職員による内部監査実施      

１１月 自己適合更新監査実施 

平成２９年   ９月 職員による内部監査実施 

１１月 自己適合定期監査実施 

平成３０年  ４月 ＩＳＯ１４００１規格に基づくシステムからの脱却 



          川崎市環境局施設部独自の環境マネジメントシステムへ移行 

       ９月 職員による内部監査実施 

１１月 ＥＭＳ監査実施 

令和元年    ９月 職員による内部監査実施 

１１月 ＥＭＳ監査実施 

令和２年    ８月 職員による内部監査実施 

１１月 ＥＭＳ監査実施 

 令和３年    ８月 職員による内部監査実施 

１１月 ＥＭＳ監査実施 

 令和４年    ８月 職員による内部監査実施 

       １１月 ＥＭＳ監査実施 

 令和５年    ８月 職員による内部監査実施 

       １２月 ＥＭＳ監査実施 

 令和６年    ８月 職員による内部監査実施 

       １１月 ＥＭＳ監査実施 

イ 自己適合宣言 

平成２７年度、環境局ＩＳＯ適合監査チームの更新監査を受け、環境局長から適合証

明を受けました。それにより、３月にＩＳＯ１４００１規格への自己適合を宣言しまし

た。 

 

 ※ 環境局長による適合証           ※ 自己適合宣言書   

 

 

 (3) ＥＭＳ組織図 

 
 
 
 
 
 
 



ウ ＥＭＳ内部監査・適合監査の実施状況 

８月にセンター職員、１１月に適合監査チームによる監査が実施され、次の指摘があ

りました。指摘事項については是正処置及び再発防止対策を完了しています。 

   

区 分 評価結果 指摘内容（概要） 

内部監査 
改善指摘事項 

カテゴリーＢ 

４．３．１ 環境側面 

 設備が更新された際、プロセスフロー及び環境影響評価を
見直すことになっていることから、適切に実施される必要が
ある。 

ＥＭＳ監査 
改善指摘事項 

カテゴリーＢ 

４．３．１ 環境側面 

 最新のプロセスフローに合わせ環境影響評価シートを修正
し、適切に取り扱う必要がある。 

４．５．３ 不適合、是正及び予防処置 

 是正処置における再発防止策は、ＥＭＳ運用において
不適合となる原因を除去するための重要な処置である
ことから、適切な対策を検討し対応する必要がある。 

 

名称      川崎市施設部浮島処理センター 

所在地     〒210-0862 川崎市川崎区浮島町５０９－１ 

電話      044-287-9600  

FAX       044-287-9602 

交通機関    川崎駅から臨港バスにて約３５分 浮島バスターミナル下車 

        徒歩 約１０分 

発行      令和８年３月 


